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平
成
二
十
九
年
度
事
業
計
画
・
予
算
決
定

政
府
は
、
昨
年
十
二
月
二
十

二
日
、
一
般
会
計
総
額
九
七
兆

四
、
五
四
七
億
円
の
平
成
二
十

九
年
度
当
初
予
算
を
閣
議
決
定

し
ま
し
た
。
一
般
会
計
総
額
は

五
年
連
続
で
過
去
最
大
の
予
算

と
な
り
、
一
般
会
計
か
ら
国
債

費
を
差
し
引
い
た
政
策
経
費
は

七
三
兆
九
、
二
六
二
億
円
で
、

借
金
で
あ
る
新
規
国
債
発
行
は

三
四
兆
三
、
六
九
八
億
円
と

な
っ
て
い
ま
す
。

社
会
保
障
関
係
予
算
の
内
、

国
保
組
合
の
予
算
は
、
高
齢
化

に
よ
る
社
会
保
障
費
の
自
然
増

を
五
千
億
円
に
圧
縮
す
る
な
ど

厳
し
い
情
勢
で
あ
り
ま
し
た
が
、

総
額
二
、
九
五
二
億
八
千
万
円

で
、
前
年
度
当
初
予
算
と
比
較

し
て
九
億
円
の
増
と
な
り
、
総

額
で
前
年
度
を
上
回
っ
た
の
は

実
に
九
年
ぶ
り
と
な
り
ま
し
た
。

増
額
と
な
っ
た
要
因
は
、
被

保
険
者
の
減
少
や
定
率
補
助
の

見
直
し
に
よ
る
減
額
が
あ
っ
た

も
の
の
、
高
額
薬
剤
に
よ
る
医

療
費
の
増
加
で
、
被
保
険
者
一

人
当
た
り
の
医
療
費
の
自
然
増

を
二
・
七
％
増
（
概
算
要
求
時

○
・
七
％
増
）
と
見
込
ん
だ
こ

と
で
増
額
確
保
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
も
全
建
総
連
を
先
頭

に
し
た
地
元
国
会
議
員
へ
の
要

請
行
動
と
、
皆
様
方
が
建
設
国

保
を
自
分
た
ち
の
健
康
保
険
と

し
て
、は
が
き
要
請
行
動
に
し
っ

か
り
と
取
組
ん
で
い
た
だ
い
た

成
果
で
あ
り
、
改
め
て
ご
協
力

に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
長
建
国
保
の
平
成
二

十
八
年
度
の
決
算
見
込
は
、
高

額
薬
剤
や
急
激
な
入
院
費
用
の

増
加
で
、
単
年
度
収
支
で
約
三

億
一
千
万
円
程
度
の
赤
字
が
見

込
ま
れ
剰
余
金
も
殆
ど
出
な
い

状
況
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

国
民
医
療
費
が
毎
年
増
加
し

て
い
く
中
、
長
建
国
保
は
こ
の

十
七
年
間
、
組
合
員
の
負
担
増

と
な
ら
な
い
よ
う
、
剰
余
金
を

充
て
な
が
ら
保
険
料
（
介
護
保

険
料
を
除
く
）
の
引
上
げ
は

行
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
急
激
な
医
療
費
の

増
加
等
や
財
源
不
足
等
で
、
本

年
度
保
険
料
の
引
上
げ
を
お
願

い
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な

り
ま
し
た
。
な
お
大
幅
な
保
険

料
の
引
上
げ
と
な
ら
な
い
よ
う

段
階
的
に
見
直
し
を
行
い
、
そ

の
間
不
足
す
る
財
源
は
基
金
を

取
り
崩
し
で
補
い
運
営
し
て
ま

い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
深
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
長
建
国
保
で
は
、
本

年
度
も
健
康
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー

と
し
て
、
特
定
健
診
や
人
間

ド
ッ
ク
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
年
一
回
は
健
康
管
理
の
た

め
に
受
診
頂
き
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

去
る
二
月
二
十
八
日
�
長
崎
市
筑
後
町
の
セ
ン
ト
ヒ
ル
長
崎
に

お
い
て
各
支
部
選
出
の
組
合
会
議
員
三
十
四
名
（
定
数
三
十
七

名
）
の
出
席
で
第
九
十
四
回
組
合
会
が
開
催
さ
れ
、
平
成
二
十
八

年
度
決
算
見
込
、
並
び
に
平
成
二
十
九
年
度
事
業
計
画
、
及
び
三

八
億
七
、
五
八
三
万
八
千
円
の
新
年
度
予
算
な
ど
、
提
案
さ
れ
た

全
議
案
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

組
合
会
の
開
会
に
あ
た
り
、

理
事
会
を
代
表
し
て
舩
津
栄
市

理
事
長
よ
り
挨
拶
が
あ
り
、
国

の
平
成
二
十
九
年
度
予
算
状
況

と
国
保
組
合
に
対
す
る
補
助
金

の
予
算
状
況
等
と
補
助
金
確
保

へ
の
ハ
ガ
キ
要
請
行
動
へ
の
感

謝
と
御
礼
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
長
建
国
保
の
本
年
度

の
予
算
編
成
に
際
し
、
本
年
度

の
保
険
料
の
改
定
案
や
取
り
組

む
べ
き
事
業
等
に
つ
い
て
報
告

と
協
力
方
へ
の
お
願
い
が
あ
り

ま
し
た
。

議
事
に
つ
い
て
は
、
昨
年
十

月
の
臨
時
組
合
会
で
新
議
長
に

選
出
さ
れ
た
西
彼
支
部
の
井
手

保
議
長
（
左
官
）
の
挨
拶
に
引

続
き
、
平
成
二
十
八
年
度
決
算

見
込
等
の
報
告
の
後
、
平
成
二

十
八
年
度
補
正
予
算
、
平
成
二

十
九
年
度
事
業
計
画
、
並
び
に

歳
入
歳
出
予
算
、
特
別
会
計
予

算
な
ど
全
七
議
案
が
提
案
さ
れ
、

本
年
四
月
か
ら
の
保
険
料
改
定

を
盛
り
込
ん
だ
新
年
度
予
算
が

決
定
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
八
年
度
決
算
見
込

剰
余
金
一
千
八
百
万
円
程
度

医
療
費
の
伸
び
が
影
響

平
成
二
十
八
年
度
の
予
算
編

成
の
段
階
で
約
二
億
円
の
歳
入

不
足
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
し
た

が
、
現
行
保
険
料
と
基
金
繰
入

に
よ
り
補
う
予
算
編
成
と
な
り

ま
し
た
。
支
出
で
は
医
療
費
見

込
を
過
去
三
カ
年
の
医
療
費
実

績
を
基
に
推
計
し
二
・
一
二
％

の
伸
び
を
見
込
ん
で
い
ま
し
た
。

同
年
度
の
決
算
見
込
報
告
で

は
、
平
成
二
十
八
年
度
の
医
療

費
が
本
年
十
月
診
療
分
ま
で
の

医
療
費
推
計
に
よ
り
前
年
度
比

五
・
七
九
％
増
と
当
初
の
伸
び

率
を
大
き
く
上
回
る
こ
と
が
予

測
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
入
院
医

療
費
が
前
年
度
比
二
六
・
五
五

％
増
と
急
激
に
伸
び
て
い
る
こ

と
等
に
よ
り
、
決
算
剰
余
金
と

し
て
は
一
、
八
一
三
万
円
程
度

に
止
ま
る
見
込
み
で
、
繰
越
金

や
基
金
繰
入
等
を
差
し
引
く
と

単
年
度
収
支
で
三
億
一
千
二
百

万
円
の
赤
字
と
な
る
見
込
み
で

す
。

保険料、一人あたり３６５円、
介護は２００円引上げ 基金も４億円繰入平成２９年度保険料改定を実施

平
成
二
十
九
年
度
の
収
支
試
算
に

よ
る
支
出
見
込
み
は
、
高
齢
者
の
医

療
費
や
介
護
給
付
費
が
全
国
的
に
毎

年
増
加
し
て
い
る
た
め
、
当
組
合
が

負
担
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
（
拠

出
金
）
や
介
護
納
付
金
も
増
額
と
な

り
ま
し
た
。
医
療
費
に
つ
い
て
も
、

平
成
二
十
八
年
度
の
医
療
費
推
計
に

よ
る
前
年
度
比
伸
び
率
等
を
考
慮
し
、

二
・
二
八
％
増
を
見
込
み
ま
し
た
。

一
方
、
歳
入
面
で
は
、
国
庫
補
助

金
の
定
率
分
は
前
年
度
並
み
の
補
助

水
準
で
試
算
し
た
も
の
の
、
普
通
調

整
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
算
出
に
係

る
一
人
当
り
の
所
得
額
が
全
国
的
に

伸
び
た
た
め
前
年
度
を
下
回
る
試
算

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
補
助
金

と
現
行
の
保
険
料
額
で
医
療
費
等
の

支
出
経
費
を
賄
う
に
は
約
五
億
円
の

歳
入
不
足
が
見
込
ま
れ
ま
し
た
。
こ

の
不
足
額
を
保
険
料
で
補
う
と
一
人

あ
た
り
約
三
、
七
〇
〇
円
の
引
上
げ

が
必
要
と
な
る
た
め
、
第
九
四
回
組

合
会
で
は
、
出
来
る
限
り
組
合
員
世

帯
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
基
金

か
ら
の
繰
り
入
れ
を
行
い
、
一
人
あ

た
り
月
額
三
六
五
円
（
介
護
は
二
〇

〇
円
）
の
引
上
げ
を
お
願
い
す
る
こ

と
と
致
し
ま
し
た
。

March
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長
建
国
保
の
健
全
運
営
の
た
め

保
険
料
の
改
定
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
！

理
事
長

舩
津

栄
市
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１．医療分及び後期高齢者支援金分保険料 （単位：円）

保険料合計

改定額

１３，３００

１７，４００

２０，５００

８，５００

１１，０００

３，６００

引上げ額

５００

６００

７００

５００

５００

２００

現行

１２，８００

１６，８００

１９，８００

８，０００

１０，５００

３，４００

支援金分保険料（月額）

改定額

２，０００

２，６００

３，０００

１，２００

１，７００

６００

引上げ額

２００

２００

２００

２００

２００

１００

現行

１，８００

２，４００

２，８００

１，０００

１，５００

５００

医療分保険料（月額）

改定額

１１，３００

１４，８００

１７，５００

７，３００

９，３００

３，０００

引上げ額

３００

４００

５００

３００

３００

１００

現行

１１，０００

１４，４００

１７，０００

７，０００

９，０００

２，９００

区 分

第１種
（賃金・給与で就労する組合員）

第２種
（建設業等許可を有しない事業主）

第３種
（建設業等許可を有する事業主）

第４種
（第１種組合員で２２歳未満の者）

第５種
（第１種組合員で３０歳未満の者）

家族１人につき（５人を限度）

種 別

組合員
基 本
保険料

家 族
保険料

２．介護分保険料 （単位：円）

改定額

２，０００

引上げ額

２００

現行

１，８００

区 分

４０～６５歳未満の者（一人につき。５人を限度）

種 別

第２号被保険者

3

組合会議長の
井手保氏（西彼支部）

平成２９年度賦課区分別保険料（月額）
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平成３０年８月～

限度額
（世帯）

※課税所得６９０万円以上

２５２，６００円＋１％［１４０，１００円］

※課税所得３８０万円以上

１６７，４００円＋１％［９３，０００円］

※課税所得１４５万円以上

８０，１００円＋１％［４４，４００円］

５７，６００円
［４４，４００円］

２４，６００円

１５，０００円

外来
（個人）

１８，０００円
（年間１４．４万円上限）

８，０００円

平成２９年８月～平成３０年７月

限度額
（世帯）

８０，１００円＋１％
［４４，４００円］

５７，６００円
［４４，４００円］

２４，６００円

１５，０００円

外来
（個人）

５７，６００円

１４，０００円
（年間１４．４万円上限）

８，０００円

現 行

限度額
（世帯）

８０，１００円＋１％
［４４，４００円］

４４，４００円

２４，６００円

１５，０００円

外来
（個人）

４４，４００円

１２，０００円

８，０００円

区 分

現役並み
※課税所得１４５万円以上

一 般
※課税所得１４５万円未満

住民税非課税

住民税非課税
※所得一定以下

生活療養標準負担額のうち
居住費にかかる部分

平成２９年１０月１日～
１日につき ３７０円

１日につき ２００円
（平成３０年４月１日～）
１日につき ３７０円

１日につき ０円

現 行
１日につき ３２０円

１日につき ０円

１日につき ０円

対 象 者

Ｂ、Ｃ以外の方

厚生労働大臣の定める者※１
（指定難病患者を除く）

指定難病患者※２

Ａ

Ｂ

Ｃ
※１．健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
※２．難病の患者に対する医療等に関する法律第５条第１項に規定する指定難病の患者

今
後
の
医
療
費
の
動
向
に
注
目

平
成
二
十
九
年
度
の
一
人
当
た
り
の
医

療
費
の
伸
び
は
、
前
年
度
（
二
・
一
二
％

増
）
の
伸
び
等
を
勘
案
し
二
・
二
八
％
と

見
込
み
ま
し
た
。
ま
た
後
期
高
齢
者
に
係

る
一
人
当
た
り
の
拠
出
金
（
支
援
金
）
は
、

八
三
四
円
（
一
・
四
五
％
）
の
増
加
、
介

護
納
付
金
は
、
二
、
九
〇
〇
円
（
四
・
五

一
％
）
の
増
加
と
な
っ
て
お
り
、
高
齢
化

社
会
に
伴
い
高
齢
者
医
療
へ
の
拠
出
は
毎

年
増
え
続
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成
二
十
八
年
度
の
決
算
剰
余

金
は
一
、
八
一
三
万
円
程
度
見
込
ま
れ
る

も
の
の
、
単
年
度
収
支
は
約
三
億
一
、
二

〇
〇
万
円
程
度
の
赤
字
が
見
込
ま
れ
、
単

年
度
収
支
と
し
て
は
七
年
連
続
で
の
赤
字

が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

本
年
度
予
算
に
お
け
る
収
支
は
、
現
行

補
助
水
準
で
国
庫
補
助
金
を
見
込
み
、
さ

ら
に
決
算
剰
余
金
を
全
額
繰
り
入
れ
て
も

医
療
費
等
の
支
出
経
費
を
賄
う
に
は
五
億

円
の
歳
入
不
足
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
本
来

な
ら
ば
、
こ
の
不
足
財
源
に
つ
い
て
は
保

険
料
で
補
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
中
小
零
細

事
業
の
現
場
で
は
若
年
技
能
者
の
入
職
不

足
や
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
の
四
年
連

続
引
き
上
げ
効
果
も
未
だ
賃
金
引
上
げ
に

は
結
び
つ
い
て
い
な
い
等
の
現
状
も
あ
り
、

大
幅
な
保
険
料
の
引
上
げ
負
担
増
は
厳
し

い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
長
建
国
保
で
は
、

出
来
る
限
り
組
合
員
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
、
基
金
か
ら
の
繰
入
（
四
億
三
、
九
〇

〇
万
円
）
を
行
う
と
と
も
に
、
被
保
険
者

一
人
当
た
り
月
額
三
六
五
円
（
介
護
分
保

険
料
は
一
人
当
た
り
二
〇
〇
円
）、
の
引

上
げ
を
行
う
こ
と
を
第
九
十
四
回
組
合
会

で
決
定
し
ま
し
た
。

長
建
国
保
は
、
こ
れ
ま
で
高
齢
者
の
医

療
や
介
護
給
付
費
の
負
担
増
や
医
療
費
も

増
加
し
て
い
く
中
、
十
七
年
間
医
療
分
保

険
料
（
介
護
分
保
険
料
を
除
く
）
を
据
置

き
し
（
一
部
引
下
げ
）
運
営
し
て
き
ま
し

た
が
、
昨
年
か
ら
の
入
院
費
を
含
む
医
療

費
の
急
激
な
増
加
等
に
よ
り
保
険
料
の
改

定
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
り
ま

し
た
。

高
齢
者
へ
の
拠
出
金
や
介
護
給
費
、
医

療
費
等
は
年
々
増
加
し
て
い
き
ま
す
。
今

後
も
こ
の
医
療
費
の
伸
び
が
保
険
料
負
担

に
直
接
影
響
が
及
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

国
保
の
安
定
運
営
を
図
る
た
め
毎
年
の
状

況
等
を
見
極
め
な
が
ら
継
続
し
て
適
切
な

保
険
料
の
改
定
等
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま

す
が
組
合
員
並
び
に
ご
家
族
皆
様
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

平
成
２９
年
度

長
建
国
保
の

主
な
保
健
事
業

本
年
度
は
、
特
定
健
診
・
保

健
指
導
の
受
診
向
上
と
、
人
間

ド
ッ
ク
健
診
や
各
種
助
成
（
補

助
）
事
業
等
の
保
健
事
業
を
実

施
い
た
し
ま
す
。

特
定
健
診
・
保
健
指
導
の

実
施

特
定
健
診
の
受
診
率
の
向
上

を
図
る
た
め
、
医
療
機
関
で
の

健
診
と
は
別
に
、
日
曜
日
の
巡

回
健
診
も
実
施
い
た
し
ま
す
。

人
間
ド
ッ
ク
健
診
の
実
施

被
保
険
者
組
合
員
及
び
配
偶

者
の
方
を
対
象
に
、
一
泊
二
日

及
び
日
帰
り
の
人
間
ド
ッ
ク
健

診
を
実
施
し
、
費
用
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

※
人
間
ド
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、

各
医
療
機
関
に
お
い
て
健
診

料
金
の
改
定
が
行
わ
れ
て
い

る
た
め
、
来
年
度
よ
り
自
己

負
担
の
見
直
し
を
行
う
予
定

で
す
。

特
別
健
診
の
実
施

特
定
健
診
の
際
、
希
望
さ
れ

る
方
を
対
象
に
肺
が
ん
予
防
の

た
め
の
Ｘ
線
検
査
を
実
施
し
、

費
用
を
補
助
し
ま
す
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
費
用
の
助
成

新
型
及
び
季
節
性
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
費
用

に
対
し
、
補
助
を
行
い
ま
す
。

鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
施
術
費

の
助
成

組
合
員
が
長
建
国
保
の
指
定

施
術
院
で
鍼
・
灸
等
の
施
術
を

受
け
ら
れ
る
場
合
、
事
前
に
手

続
き
を
行
っ
た
場
合
は
、
長
建

国
保
よ
り
そ
の
費
用
の
一
部
補

助
を
行
い
ま
す
。

指
定
温
泉
施
設
入
浴
料
金

の
割
引
と
助
成

組
合
が
指
定
す
る
温
泉
施
設

の
入
浴
料
金
を
通
常
の
料
金
よ

り
安
く
利
用
で
き
る
割
引
及
び

補
助
券
の
発
行
を
行
い
ま
す
。

新
生
児
世
帯
へ
の

月
刊
誌
の
無
料
配
布

赤
ち
ゃ
ん
を
出
産
さ
れ
た
世

帯
に
対
し
、
赤
ち
ゃ
ん
の
健
や

か
な
成
長
の
た
め
の
育
児
月
間

誌
を
無
償
配
布
い
た
し
ま
す
。

健
康
優
良
家
庭
の
表
彰

組
合
員
、
家
族
の
健
康
管
理

促
進
事
業
と
し
て
、
年
間
無
受

診
世
帯
を
各
支
部
大
会
で
記
念

品
を
添
え
表
彰
し
ま
す
。

そ
の
他
の
事
業

医
療
費
通
知
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
の
発
行
、

建
設
長
崎
が
行
う
ス
ポ
ー
ツ
大

会
等
へ
の
助
成
、
常
備
薬
セ
ッ

ト
の
無
償
配
布
、
各
種
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
の
配
付
等
。

※
内
容
の
詳
細
は
、
別
途
組
合
新

聞
「
建
設
長
崎
」
で
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。

※
保
健
事
業
の
各
種
助
成
制
度
を

ご
利
用
の
方
は
、
所
属
の
支
部

事
務
所
へ
お
尋
ね
下
さ
い
。

７０歳以上の高額療養費 限度額が変わります
７０歳以上の方の高額療養費の負担限度額が、平成２９年８月以降、段階的に見直

しが実施されます。

高額療養費の見直し（７０歳以上）

６５歳以上の入院時生活療養費 入院時の居住費が変わります
６５歳以上の方に係る入院時生活療養費について、介護保険施設や在宅療養の負

担の公平化を図る観点から、入院時生活療養費のうち居住費（光熱水費相当額）

にかかる部分について段階的に見直しされることとなりました。

入院時の居住費の見直し（６５歳以上）

構成比
０．１
２．５
６８．２
１４．９
０．０
０．０
７．９
２．３
１．８
０．０
０．０
０．４
１．９
１００．０

比 較
△３９９
１，２９１
３３１，３９７
１６，６９６
△８７，９９６

△７
４，２４４
１８，５７１
△１，９８６

０
０

１２，９８０
７，２９９
３０２，０９０

前年度予算額
４，２６７
９７，５４０

２，３１１，４１２
５５９，６４３
８８，０３７
２０

３０２，４９６
６９，４１２
６９，８７４

２
１００
１，６０２
６９，３４３

３，５７３，７４８

本年度予算額
３，８６８
９８，８３１

２，６４２，８０９
５７６，３３９

４１
１３

３０６，７４０
８７，９８３
６７，８８８

２
１００

１４，５８２
７６，６４２

３，８７５，８３８

１．組合会費
２．総務費
３．保険給付費
４．後期高齢者支援金
５．前期高齢者納付金
６．老人保健拠出金
７．介護納付金
８．共同事業拠出金
９．保健事業費
１０．積立金
１１．公債費
１２．諸支出金
１３．予備費

歳 出 合 計

構成比
３４．６
０．０
５０．６
０．０
０．０
１．８
０．０
０．０
１１．３
０．５
１．２

１００．０

比 較
６３，７９３

０
７０，３２３

０
１４，８６３
△３３７
０

２３９，８５８
△１２７，９０４
４１，４９４

３０２，０９０

前年度予算額
１，２７７，３４２

１
１，８９１，９２８

１
１

５５，４８１
５０９
１

１９９，１４２
１４６，０３６
３，３０６

３，５７３，７４８

本年度予算額
１，３４１，１３５

１
１，９６２，２５１

１
１

７０，３４４
１７２
１

４３９，０００
１８，１３２
４４，８００

３，８７５，８３８

１．国民健康保険料
２．使用料及び手数料
３．国庫支出金
４．前期高齢者交付金
５．県支出金
６．共同事業交付金
７．財産収入
８．寄附金
９．繰入金
１０．繰越金
１１．諸収入

歳 入 合 計

（単位：千円）■歳出（単位：千円）

グラフで見る歳入・歳出規模

■歳入

（１９７４年５月３０日 第３種郵便物認可） 号 外 ２�建 設 長 崎毎月１回１５日発行 ２０１７年（平成２９年）３月１５日発行



国
保
の
手
続
き
に
は

個
人
番
号
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

平
成
二
十
七
年
十
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
（
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
）
に
つ
い
て
は
、

国
と
地
方
自
治
体
と
の
間
で
平
成
二
十
九
年
一
月
よ
り

情
報
連
携
が
開
始
さ
れ
、
同
年
七
月
か
ら
は
長
建
国
保

等
の
医
療
保
険
者
等
も
含
め
て
資
格
等
の
情
報
連
携
が

開
始
さ
れ
る
予
定
で
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
で
は
、

個
人
番
号（
十
二
桁
）を
利
用
す
る
こ
と
で
国
民
健
康
保

険
に
関
す
る
手
続
き
が
従
来
よ
り
も
簡
素
化
さ
れ
ま
す
。

但
し
、
事
前
に
組
合
へ
の
届
出
と
所
定
の
手
続
き
の
際
、

個
人
番
号
が
わ
か
る
書
類
等
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
所
定
の
手
続
き
に
は
個

人
番
号
が
必
要
で
す
。

具
体
的
に
は
、
別
表
記
載
の

資
格
関
係
に
係
る
手
続
き
や
高

額
療
養
費
支
給
申
請
、
限
度
額

認
定
証
交
付
申
請
等
の
際
に
組

合
員
並
び
に
該
当
す
る
ご
家
族

（
被
保
険
者
）
の
個
人
番
号
の

記
載
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
尚
、

個
人
番
号
を
利
用
さ
れ
る
際
に

は
、
本
人
確
認
の
た
め
運
転
免

許
証
等
、
ご
本
人
の
顔
写
真
付

の
証
明
書
等
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
他
人
へ
の

成
り
す
ま
し
や
不
正
使
用
の
防

止
対
策
と
し
て
正
確
性
と
安
全

性
を
確
保
す
る
た
め
、
法
律
で

定
め
ら
れ
た
確
認
措
置
で
す
。

◆
個
人
番
号
ご
提
供
の
際

に
は
、
次
の
�
〜
�
の

い
ず
れ
か
の
書
類
を
組

合
へ
お
持
ち
下
さ
い
。

�
「
通
知
カ
ー
ド
」
と
「
左
記

ア
〜
ク
の
い
ず
れ
か
の
書
類
」

ア
、
運
転
免
許
証

イ
、
パ
ス
ポ
ー
ト

ウ
、
身
体
障
害
者
手
帳

エ
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳

オ
、
療
養
手
帳

カ
、
在
留
カ
ー
ド

キ
、
特
別
永
住
証
明
書
等

ク
、
官
公
署
が
発
行
す
る
書
類

（
顔
写
真
付
）

�
「
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
た

住
民
票
謄
本
」
と
「
�
記
載
の

ア
〜
ク
の
い
ず
れ
か
の
書
類
」

�
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」（
顔

写
真
付
）

■
組
合
で
個
人
番
号
を
取

得
い
た
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
一
月
以
降
、

当
組
合
の
一
部
の
手
続
き
に
係

る
申
請
書
類
に
つ
い
て
は
個
人

番
号
の
記
入
を
お
願
い
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
組
合
で
は
、

組
合
員
世
帯
の
利
便
性
の
向
上

を
図
る
た
め
、
長
建
国
保
に
加

入
し
て
い
る
組
合
員
と
家
族
の

皆
様
の
個
人
番
号
を
事
前
に
収

集
、
取
得
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
組
合
で
は
、
皆

様
か
ら
の
番
号
届
出
や
事
務
負

担
を
出
来
る
限
り
軽
減
す
る
た

め
法
律
（
番
号
法
）
に
基
づ
き

住
基
ネ
ッ
ト
（
住
民
基
本
台
帳

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
）
に

番
号
照
会
の
上
、
個
人
番
号
を

一
括
取
得
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
皆
様
の
大
切
な
個
人
情
報

等
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
万
全

を
期
し
て
取
り
扱
っ
て
ま
い
り

ま
す
。
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。

組
合
加
入
は
建
設
業
の
み

＝

職
種
の
点
検
調
査
を
強
化＝

私
達
の
組
合
は
、
建
設
業
に
従
事

し
て
い
る
建
設
労
働
者
職
人
の
た
め

の
組
合
で
あ
り
、
建
設
業
で
は
な
い

方
は
加
入
で
き
ま
せ
ん
。
組
合
で
は
、

加
入
資
格
の
適
正
化
対
策
と
し
て
職

種
の
点
検
・
確
認
を
日
常
的
に
実
施

し
て
い
ま
す
。

特
に
、
新
規
加
入
時
に
お
け
る
組

合
員
資
格
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
職

種
が
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
や
自

宅
訪
問
を
行
う
な
ど
徹
底
し
た
適
正

化
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ま

た
、
加
入
後
に
転
職
し
建
設
業
と
は

異
な
る
職
種
に
就
い
た
場
合
も
そ
の

時
点
で
加
入
資
格
を
失
う
の
で
組
合

に
届
出
す
る
よ
う
周
知
に
努
め
て
い

ま
す
。

更
に
、
厚
生
労
働
省
の
指
導
に
基

づ
く
組
合
員
の
職
種
の
再
点
検
調
査

（
就
労
状
況
調
査
）
を
二
年
に
一
度

定
期
的
に
実
施
し
、
証
明
書
類
に
よ

る
職
種
の
点
検
・
確
認
に
努
め
て
い

ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
組
合
は
今
後
も
引

き
続
き
職
種
の
点
検
調
査
や
、
異
業

種
の
紛
れ
込
み
防
止
等
も
含
め
て
、

資
格
の
適
用
の
適
正
化
対
策
の
強
化

に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

長
建
国
保
は
、
建
設
労
働
者
職
人

で
あ
る
組
合
員
の
た
め
の
国
保
で
す
。

こ
れ
ら
資
格
の
適
正
化
対
策
等
の
取

り
組
み
に
は
組
合
員
と
ご
家
族
の
皆

様
の
理
解
と
協
力
は
必
要
不
可
欠
で

す
。私

達
の
命
綱
で
あ
る
長
建
国
保
の

健
全
運
営
に
つ
き
ま
し
て
仲
間
の
皆

さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

致
し
ま
す
。

建設長崎組合加入職種一覧表

タイル工

看板工

内装工

電気工

コンクリート圧送工

鉄骨工

断熱工

穿孔工

防蟻工

築炉工

建築溶接工

建設事務

左官

塗装工

表具工

屋根葺工

解体工

鉄筋工

ダクト工

フェンス工

木工機械工

ボーリング工

設計士

設備工

型枠大工

板金工

木工

サッシ工

土木工

石工

洗管工

軽天工

製材工

潜水工

建設機械運転士

測量士

建築大工

ブロック工

建具工

畳工

鳶工

建設作業員

配管工

外装工

造園工

防水工

清掃工

住宅機器

各種届出はお早めに

提出期限

―

その都度

１４日以内

１４日以内
直ちに
１４日以内
１４日以内
その都度

その都度

１４日以内

直ちに

その都度
その都度

その都度

１４日以内

直ちに

◎添付書類については、異動事由等により別途他の書類をお願いする場合があります。詳しくは長建国保事務局または組合各支部までお問い合わせ下さい。

添付いただく書類
（※別途個人番号が記載された書類が必要です）

・住民票謄本・現在加入の被保険者証・就労証明書または就業届出書
・組合員本人名義のゆうちょ銀行（郵便局）の通帳
・建設業に従事している証明書類（別途お問い合わせ下さい。）
※扶養家族がある方（該当する場合のみ）
・民生委員による無職である確認（証明）書
・源泉徴収票等の収入金額がわかる書類
・高齢受給者証・在学証明書・施設在園証明書・被爆者手帳など
・被保険者証
・市町村国保の被保険者証・住民票謄本・民生委員による無職の
確認書
・被保険者証
・住民票謄本・民生委員による無職の確認書・会社の退職日がわ
かるもの
・被保険者証・住民票謄本または母子手帳の写
・被保険者証（被保険者全員分）
・被保険者証・就職先の健康保険証の写
・被保険者証・死亡診断書の写
・被保険者証（※転出の場合は住民票謄本要）

・被保険者証、住民票謄本

・被保険者証（被保険者全員分）・住民票謄本
・（紛失の場合）紛失の場合は最寄の警察署にも必ずお届け下さい。
・（破損の場合）破損した被保険者証を添付して下さい。
・被保険者証・在学証明書
・被保険者証・入所（入園）証明書
・７０歳に達する方の所得（課税）額がわかる書類
（市町村の所得（課税）証明書、又は確定申告書の写等）
健康保険適用除外承認申請書に組合員資格証明後、関係書類を添
えて所轄の年金事務所へ１４日以内に届出下さい。
区分変更の内容が確認できる書類

～組合員世帯に次のような理由で異動等が生じたときは組合へ届出をお願いします。～

提出いただく届出書等

加入申込書
被保険者資格取得届
療養付加金用ゆうちょ口座届兼同意書

被保険者資格取得届

被保険者資格取得届

被保険者資格取得届
被保険者資格喪失届
被保険者資格喪失届
被保険者資格喪失届
被保険者資格喪失届

被保険者資格喪失届

氏名・住所変更届

被保険者証再交付申請書

修学・施設入所等届出書
修学・施設入所等届出書

基準収入額適用申請書

健康保険適用除外承認申請書
（厚生年金取得届）
保険料賦課区分変更申請書

こんなとき

○長建国保に組合員として新規に加入するとき
（建設長崎に加入する際は組合費等の自動振替用の
銀行通帳及び届出印など別途必要なものがありま
す。）

○家族が市町村国保から長建国保へ加入するとき

○家族が会社（社会保険）を退職し、長建国保へ加
入するとき

○出産したとき
○長建国保を脱退するとき
○就職等で健康保険に加入したとき
○被保険者が死亡したとき
○市町村国保に加入するとき
○修学や介護等施設入所以外の理由で組合員世帯か
ら転出したとき
○住所、氏名が変わったとき

○被保険者証を紛失・破損したとき

○修学にため自宅を離れる場合
○介護、福祉施設等に長期入所（入園）する場合

○７０歳に達するとき（高齢受給者証の交付申請）

○組合員が法人として事業を行うようになったとき

○保険料の賦課区分に変更が生じたとき

■資格関係

加
入
資
格
の
適
正
化
対
策

毎月１回１５日発行 ２０１７年（平成２９年）３月１５日発行建 設 長 崎号 外 （１９７４年５月３０日 第３種郵便物認可）３�



～

健
康
保
険
適
用
除
外
の

承
認
が
必
要
で
す

健
康
保
険
法
に
よ
り
法
人
事

業
所
（
従
業
員
五
人
以
上
を
有

す
る
個
人
事
業
所
含
む
。
以
下

「
法
人
事
業
所
等
」と
い
う
。）に

つ
い
て
は
、
社
会
保
険
（
健
康

保
険
と
厚
生
年
金
加
入
、
各
保

険
料
負
担
は
事
業
主
と
従
業
員

と
の
折
半
）
の
強
制
適
用
事
業

所
と
な
り
、
そ
の
事
業
主
に
は

年
金
事
務
所
へ
の
届
出（
加
入
）

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

但
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
法
人
事
業
所
等
の
事
業
主

は
、
健
康
保
険
適
用
除
外
承
認

申
請
書
（
別
表
）
を
事
実
発
生

か
ら
十
四
日
以
内
に
所
轄
の
年

金
事
務
所
に
提
出
し
、
同
所
の

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
年
金
事
務
所
の
承
認
を

受
け
る
こ
と
で
、
年
金
は
厚
生

年
金
が
適
用
さ
れ
ま
す
が
、
健

康
保
険
の
適
用
は
除
外
さ
れ
長

建
国
保
に
加
入
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

●
長
建
国
保
の
組
合
員
が
法
人

事
業
所
等
の
事
業
主
と
し
て

事
業
を
開
始
す
る
場
合
。

●
健
康
保
険
適
用
除
外
の
承
認

を
受
け
て
い
る
事
業
所
が
新

た
に
雇
用
す
る
従
業
員
を
長

建
国
保
に
加
入
さ
せ

よ
う
と
す
る
場
合

●
健
康
保
険
の
適
用
事

業
所
が
長
建
国
保
の

組
合
員
を
雇
用
し
た

場
合

▼
申
請
は
事
実
発
生

か
ら
十
四
日
以
内

こ
の
健
康
保
険
適
用

除
外
承
認
申
請
書
は
、

事
実
発
生
（
雇
用
日
、

法
人
設
立
日
等
）
か
ら

十
四
日
以
内
に
年
金
事

務
所
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

や
む
を
得
な
い
理
由

に
よ
り
十
四
日
以
内
に

届
出
が
出
来
な
か
っ
た

場
合
は
、
そ
の
理
由
を

記
載
し
た
理
由
書
の
添
付
が
必

要
で
す
。
や
む
を
得
な
い
理
由

と
は
、
天
災
地
変
や
事
故
、
事

業
主
の
入
院
や
家
族
の
看
護
、

登
記
等
の
事
務
手
続
き
、
離
島

他
、
事
業
主
の
責
に
よ
ら
な
い

事
由
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
事
例
】
某
事
業
所
の
法
人
成

り
が
発
覚
。
事
業
主
は
、
法
人

設
立
後
、
組
合
に
連
絡
せ
ず
に

一
年
間
放
置
し
て
い
た
。
そ
の

後
、
年
金
事
務
所
に
対
し
て
申

請
し
た
が
、
年
金
事
務
所
は
常

識
の
範
囲
外
の
遅
延
理
由
で
あ

る
と
し
て
申
請
を
却
下
し
健
康

保
険
と
厚
生
年
金
の
強
制
適
用

を
課
し
た
。
当
然
長
建
国
保
は

脱
退
と
な
っ
た
。

▼
未
申
請
者
は
資
格
喪
失

健
康
保
険
適
用
除
外
の
承
認

申
請
を
し
な
い
者
は
、
健
康
保

険
適
用
除
外
未
承
認
者
と
み
な

し
長
建
国
保
の
組
合
員
（
被
保

険
者
）
の
加
入
資
格
を
喪
失
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

健
康
保
険
適
用
場
外
承
認
申

請
に
該
当
す
る
事
業
主
様
は
、

速
や
か
に
申
請
手
続
き
の
上
、

年
金
事
務
所
の
承
認
を
受
け
て

下
さ
い
。
詳
細
は
組
合
各
支
部
、

又
は
長
建
国
保
ま
で
ご
相
談
下

さ
い
。

平
成
二
十
八
年
実
施
就
労
状
況（
職
種
）調
査

証
明
書
類
の
提
出
は
お
済
で
す
か
？

〓

未
提
出
者
は
資
格
喪
失
へ〓

昨
年
三
月
に
実
施
し
ま
し
た

組
合
員
就
労
状
況
調
査
（
組
合

員
資
格
再
点
検
調
査
）
に
つ
き

ま
し
て
は
、
調
査
対
象
組
合
員

（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十

一
日
現
在
の
加
入
者
）
の
皆
様

に
は
「
建
設
業
に
従
事
し
て
い

る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
」
の

提
出
を
お
願
い
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
ま
だ
提
出
さ
れ
て
い

な
い
組
合
員
の
方
は
、
早
急
に

所
属
支
部
へ
必
ず
提
出
し
て
下

さ
い
。

尚
、
提
出
し
な
い
場
合
は
、

組
合
加
入
の
無
資
格
者
と
し
て

被
保
険
者
証
を
返
還
の
上
、
資

格
喪
失
と
な
り
ま
す
。
証
明
書

類
等
、
ご
不
明
な
点
は
所
属
支

部
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

ま
た
、
組
合
加
入
後
、
建
設

業
を
廃
業
ま
た
は
転
職
さ
れ
た

方
は
、
速
や
か
に
組
合
各
支
部

へ
届
出
下
さ
い
。

組
合
員
就
労
状
況
調
査

＝

次
回
調
査
は
平
成
三
〇
年
実
施＝

こ
の
調
査
は
、
厚
生
労
働
省

の
指
導
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
調

査
で
、
組
合
員
加
入
資
格
（
建

設
従
事
者
）
の
適
用
が
適
正
に

行
わ
れ
て
い
る
か
等
を
再
確
認

す
る
た
め
、
隔
年
毎
（
二
年
に

一
度
）
の
被
保
険
者
証
の
更
新

時
期
に
あ
わ
せ
て
三
月
に
実
施

し
て
い
ま
す
。

調
査
で
は
、
所
定
の
調
査
票

に
就
労
形
態
等
を
記
入
の
上
、

加
入
資
格
（
職
種
）
を
確
認
す

る
た
め
、
建
設
業
に
従
事
し
て

い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を

添
付
し
て
組
合
へ
提
出
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。
次
回
調
査
を
来

年
三
月
に
予
定
し
て
い
ま
す
の

で
調
査
の
際
に
は
組
合
員
の
皆

様
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆下記に示す証明書類例のいずれか１つの写しを提出して下さい。

�建設業許可業者の通知書
（許可の有効期間、建設業の種類等の記載があるもの）
�会社の登記簿謄本、又は登記簿の履歴事項全部証明書
（建築や土木工事業などの記載があり、直近１年以内に発行されたもの）
�電気工事等の業者登録証
（建築士事務所、解体・水道工事業等の業者登録証で有効期限の範囲内のもの）
�得意先からの発注書、又は工事請負契約書
（直近１年以内のもので工事名称に建設業である内容が記載されているもの）
�請求書並びに領収書控
（直近１年以内のもので工事名称に建設業である内容が記載されているもの）
�労働保険加入証明書
（建設業である職種、加入期間の記載があるもの）
�健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
（事業所名称に「○○建設」など建設業であることがわかる屋号が記載されているもの）
	健康保険適用除外承認証
（事業所名称に「○○建設」など建設業であることがわかる屋号が記載されているもの）

所得税確定申告書 Bの第１表並びに第２表
（電子申告受付日、税理士署名押印、税務署受付印等のいずれかの表示があるもので職業欄に建
設業種、屋号欄に「○○建設」等の建設業であることがわかる屋号が記載されているもの）
�所得税確定申告書 Aの第２表
（電子申告受付日、税理士署名押印、税務署受付印等のいずれかの表示があるもので「給与の支
払者の氏名・名称欄」に「○○建設」などの建設業者であることがわかる屋号が記載されている
もの）
�源泉徴収票
（「給与の支払者欄」に「○○建設」など建設業者であることがわかる屋号が記載されているもの）
一人親方労災保険加入証明書（建設業である職種、加入期間の記載があるもの）
�事業主が証明した就労（雇用）証明書
（事業所の業種、当該組合員の職種の記載があるもの）
�その他証明書類と同等であると組合が認めたもの

※注意事項
�証明書類に記載されている屋号・商号がカタカナ・アルファベット表示で建設業と判断できな
い場合、職種の記載がない場合、有効期限切れの場合は、建設業と判断できる証明書類を別途
に提出して下さい。

�所得税確定申告書、源泉徴収票は直近の年分のものを提出して下さい。
�資格証や修了証等で期間更新制ではないもの、工事見積書は、証明書類に該当しませんのでご
注意下さい。

�証明書類をお持ちでない方は組合所属支部にご相談下さい。

【建設業に従事していることを証明する書類例】

法
人
事
業
所
は
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